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　空き家の現状として、遠方に住ん
でおり維持管理が難しく、老朽化で
住める状態ではないという回答が多
い一方で、定期的に帰省し、草刈り
をしたり、別荘や物置として活用さ
れているという方も多い状況でした。
今後の活用については、愛着がある
ので手放す気はないと考えられてい
る方が大半でした。
　中には、「誰か使ってくれる人がい
れば紹介して欲しいと思うが、住む
方が草刈り等きちんと管理してくれるのかどうか、地域に迷惑をかけたりしないか心配だ」
という声もありました。また、「今は元気で時々帰宅できているが、高齢なのでいずれは手
放したいと思っている」という方も複数いらっしゃいました。
　アンケート結果をふまえて、今後も引き続き空き家対策を進めていきます。
　特に「今後の活用について」の意向を尊重し、適切に対応させていただきます。

　　６月　１２件　　　７月　６件　　　８月　６件
（主な相談内容）
・田舎暮らしに興味があり、検索していたら「上勝パラダイス宣言」の移住サイトを見つけ、
町の魅力に惹かれた。
・親の里が上勝であり、小さい頃よく遊びに行き、愛着がある。子どもが自立したので夫婦
で移住を考えている。移住後は地域に何か貢献できるようなことをしたい。
・ゼロ・ウェイストに関心があるので一度行ってみたい。
・町の暮らしを実際に体験してみたい。（お試し暮らし体験のお申込み）

７月　７組１０名（内訳：単身４組・家族３組）
８月　４組　９名（内訳：単身２組・家族２組）
※コロナウィルス感染症の影響により、１日４室（８室の半分）までの利用で対応しています。

【お問い合わせ】　企画環境課　移住担当：松岡・秋山（旧姓：斎藤）・柿本
　　　　　　　　☎46-0111　IP050-3438-8071
　　　　　　　　E-mail：iju@kamikatsu.i-tokushima.jp
　　　　　　　　上勝町移住ポータルサイト「上勝パラダイス宣言」https://kamipara.jp/



「地方創生」地域づくりの取り組み（空き家対策・雇用促進）
　７月より、町内全域における空き家等の現状把握のため、
２名の専任集落支援員が現地調査を実施しています。近隣の
みなさまには、聞き取り調査等に関し、ご協力いただきあり
がとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。

　町外に住所のある方約290件に対して「空き家の意向調査
アンケート」を実施し、62件の回答をいただきました。集
計結果は以下のとおりです。
・令和２年５月上旬…アンケート発送（固定資産税納付書に同封）
・令和２年８月末日…アンケート回答締切り

（専任集落支援員：秋山・柿本）



会　　計　　名 資金不足比率 経営健全化基準
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 － 20.0

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

上 勝 町 － － 4.5 －

早期健全化基準 15.0 20.0 25.0 350.0

財政再生基準 20.0 30.0 35.0

令和元年度  決算に基づく

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により次のとおり公表します。

■健全化判断比率

■公営企業会計における資金不足比率

健全化判断比率及び資金不足比率について

備考　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、
　　　「－」の記載となります。 
① ４つの比率のうち１つでも「早期健全化基準」（黄信号）を超えると、財政健全化計画を策定しなければならない。
② ４つの比率のうち１つでも「財政再生基準」（赤信号）を超えると、財政再生計画を策定しなければならない。

備考　資金不足額（赤字額）がない場合「－」の記載となります。
① 経営健全化基準を超えると、経営健全化計画を策定しなければならない。

　

９
月
か
ら
上
勝
阿
波
晩
茶
協
会
で
勤
務
を
始

め
た
、
松
本
聡
子
で
す
。
団
地
の
建
ち
並
ぶ
東

京
の
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

当
時
は
ま
だ
周
辺
に
雑
木
林
が
多
く
て
植
物
好

き
に
な
り
、
前
職
の
旅
行
会
社
で
は
植
物
観
察

の
ツ
ア
ー
を
担
当
し
ま
し
た
。

　

夏
に
テ
レ
ビ
で
上
勝
町
の
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス

ト
の
活
動
を
知
り
「
以
前
見
た
葉
っ
ぱ
ビ
ジ
ネ

ス
の
場
所
だ
、
元
気
な
限
り
働
い
て
、
い
き
い

き
と
で
き
そ
う
な
町
だ
」
と
思
い
出
し
て
ネ
ッ

ト
で
検
索
し
、
８
月
下
旬
に
は
お
試
し
暮
ら
し

と
イ
ン
タ
ー
ン
で
初
来
町
。
晩
茶
干
し
体
験
を

通
じ
て
、
晩
茶
農
家
の
方
の
晩
茶
に
対
す
る
ま

っ
す
ぐ
な
姿
勢
に
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
、
晩
茶

の
桶
を
あ
け
た
と
き
の
何
と
も
言
え
な
い
よ
い

香
り
！　

私
に
と
っ
て
上
勝
町
訪
問
の
手
段
だ

っ
た
晩
茶
に
愛
着
が
湧
き
、
晩
茶
協
会
で
働
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

３
年
後
に
独
立
を
目
指
す
課
題
は
重
い
で
す

が
、
と
に
か
く
皆
さ
ん
と
の
お
仕
事
が
楽
し
そ

う
で
、
上
勝
町
で
楽
し
く
住
み
続
け
る
た
め
に

で
き
る
こ
と
を
や
る
だ
け
、
と
い
う
先
輩
の
言

葉
に
背
中
を
押
さ
れ
ま
し
た
。
毎
日
、
未
知
と

の
遭
遇
で
す
。
ご
指

導
、
ご

撻
、
ご
協

力
を
ど
う
か
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
晩
茶

農
家
さ
ん
を
は
じ
め
、

皆
様
に
直
接
お
目
に

か
か
れ
る
日
を
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊　

松 

本 

聡 

子

　

上
勝
町
内
の
晩
茶
関
係
者
の
皆
様
に
は

日
頃
よ
り
格
別
の
お
引
き
立
て
を
い
た
だ

き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
た
び
上
勝
阿
波
晩
茶
の
伝

統
と
文
化
を
次
世
代
へ
継
承
し
、
産
業
を

発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
松
本
聡
子
さ

ん
が
私
た
ち
の
仲
間
と
し
て
活
動
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
町
内
で
見
か
け

た
と
き
に
は
気
軽
に
声
を
か
け
て
あ
げ
て

く
だ
さ
い
。

　

具
体
的
な
活
動
内
容
で
す
が
、
初
年
度

は
以
下
を
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

① 

地
域
団
体
商
標
取
得
の
た
め
の
活
動

② 

当
協
会
会
員
の
募
集

③ 

当
協
会
会
員
お
よ
び
関
係
者
へ
の
現

状
ヒ
ア
リ
ン
グ

　

当
協
会
は
組
織
と
し
て
は
未
熟
で
あ
り
、

基
盤
を
固
め
る
こ
と
か
ら
ま
ず
は
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
次
年
度
に
は
上
勝
阿
波
晩

茶
ま
つ
り
の
開
催
、
茶
摘
み
等
体
験
型
イ

ベ
ン
ト
実
施
、
そ
の
先
は
生
産
を
拡
大
し

て
い
く
た
め
の
遊
休
地
再
整
備
や
人
材
育

成
、
広
報
活
動
や
調
査
・
研
究
、
そ
し
て

将
来
に
は
上
勝
阿
波
晩
茶
の
総
合
窓
口
と

な
れ
る
よ
う
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

今
後
と
も
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

一
般
社
団
法
人　
上
勝
阿
波
晩
茶
協
会　
　

代
表　

髙 

木 

宏 

茂

こ

ま
つ

も
と

さ
と



0120-24-8174上勝町  電話健康相談（無料）

No.269
「
健
康
の
達
人
」 に
な
ろ
う

知
っ
て
得
す
る
健
康
情
報

上
勝
町
診
療
所 

所
長  

幸 

田 

朋 

也

　

今
回
は
「
胆
石
症
」
に
つ
い
て
で
す
。

健
診
や
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
の
腹
部
超
音

波
検
査
で
胆
石
の
指
摘
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
胆
汁
と
い
う
脂
肪
な

ど
の
消
化
を
促
す
消
化
液
は
肝
臓
で
作

ら
れ
、
胆
管
を
通
り
、
胆
の
う
に
貯
め

ら
れ
濃
縮
さ
れ
ま
す
。
食
事
を
食
べ
る

と
胆
の
う
が
収
縮
し
、
胆
管
か
ら
十
二

指
腸
に
胆
汁
を
送
り
出
し
ま
す
。
胆
石

と
は
、
胆
汁
の
成
分
が
こ
の
胆
汁
の
通

り
道
で
何
ら
か
の
原
因
で
で
き
る
結
石

の
こ
と
で
す
。

【
要
因
】

　

近
年
、
胆
石
症
の
患
者
さ
ん
は
増
え

て
き
て
お
り
ま
す
。
日
本
人
の
成
人
の

８
人
に
１
人
が
胆
石
を
持
っ
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
男
性
と
比
べ
女
性

に
多
く
、
40
歳
代
の
人
が
多
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
食
事
の
欧
米
化
も
影
響

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
脂
肪
の

摂
取
量
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
や
、

過
食
や
肥
満
、
不
規
則
な
食
生
活
、
ス

ト
レ
ス
な
ど
の
生
活
習
慣
も
影
響
し
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
胆
石
が
で

き
る
原
因
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

胆
汁
の
成
分
は
胆
汁
酸
、
コ
レ
ス
テ
ロ

ー
ル
、
ビ
リ
ル
ビ
ン
が
あ
り
、
こ
の
成

分
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
こ
と
が
、
胆

石
が
で
き
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
脂
質
の
多
い
食
事

を
た
く
さ
ん
摂
る
と
、
胆
汁
中
の
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
が
増
え
る
こ
と
や
体
の
特

殊
な
状
態（
胆
道
感
染
や
溶
結
性
貧
血
）

で
ビ
リ
ル
ビ
ン
の
濃
度
が
上
が
る
こ
と
、

胆
の
う
の
動
き
が
悪
く
な
り
胆
汁
が
う

っ
滞
す
る
（
出
に
く
く
な
る
）
と
結
石

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
対
応
・
治
療
に
つ
い
て
】

　

胆
石
症
に
つ
い
て
、
健
診
な
ど
で
胆

石
の
指
摘
を
受
け
た
が
痛
み
を
感
じ
な

い
状
態
は
無
症
候
性
胆
石
症
と
い
い
、

定
期
的
に
検
査
を
受
け
て
様
子
を
見
て

い
く
こ
と
が
多
い
で
す
。
胆
石
症
の
治

療
法
と
し
て
は
手
術
療
法
が
あ
り
ま
す
。

手
術
が
薦
め
ら
れ
る
の
は
急
性
胆
嚢
炎

や
胆
石
発
作
と
い
っ
た
痛
み
が
出
現
し

た
こ
と
の
あ
る
人
、
総
胆
管
結
石
を
起

こ
し
た
こ
と
が
あ
る
人
、
肝
内
胆
管
に

結
石
が
あ
る
人
、
胆
石
が
原
因
と
な
る

症
状
が
出
て
い
る
人
、
胆
の
う
内
が
胆

石
で
充
満
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。
手
術

方
法
と
し
て
は
、
以
前
は
開
腹
手
術
で

し
た
が
、
現
在
は
腹
腔
鏡
手
術
が
第
一

選
択
と
な
っ
て
い
ま
す
。
術
後
は
胆
の

う
を
摘
出
し
た
状
態
と
な
り
ま
す
。
胆

の
う
は
胆
汁
を
濃
縮
し
て
貯
め
て
お
く

臓
器
な
の
で
、
摘
出
し
た
状
態
で
は
、

胆
汁
は
肝
臓
か
ら
胆
管
を
通
っ
て
直
接

十
二
指
腸
に
流
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

脂
肪
を
多
く
含
む
食
べ
物
を
一
度
に
た

く
さ
ん
と
る
と
、
消
化
不
良
を
起
こ
し

下
痢
に
な
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
術
後

は
、
脂
の
多
い
も
の
（
揚
げ
物
な
ど
）

を
食
べ
る
と
き
は
一
度
に
食
べ
る
量
は

少
な
く
し
ま
し
ょ
う
。
し
ば
ら
く
生
活

を
続
け
て
い
く
と
下
痢
を
し
に
く
く
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
自
分
で
食
べ
る

量
を
調
整
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
予
防
に
つ
い
て
】

　

胆
石
症
の
発
生
を
予
防
す
る
方
法
は

ま
だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
発
生
の

リ
ス
ク
を
減
ら
す
こ
と
は
で
き
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
や
脂

質
の
多
い
食
事
は
控
え
、
栄
養
バ
ラ
ン

ス
の
取
れ
た
食
事
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
脱
水
に
よ
り
胆
汁
が
濃
縮
さ
れ

す
ぎ
る
こ
と
も
結
石
が
で
き
る
原
因
に

な
る
の
で
、
水
分
を
こ
ま
め
に
摂
る
こ

と
も
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

胆
石
症
に
つ
い
て



【予約・お問い合わせ】　上勝町診療所　☎ 44-5010　IP 050-3438-7872

上勝町診療所からお知らせ

予約制〈要電話予約〉

日 時 10月２日㈮／11月６日㈮
 ９時～11時30分
場 所  上勝町診療所

お電話にて上勝町診療所へご予約をお願い
します。在宅でのご相談も受け付けます。
☎ 44-5010　IP 050-3438-7872

歯科衛生士による歯やお口の相談

日　時：10月28日㈬14時～16時
場　所：コミュニティセンター
講　師：株本泰輔先生
参加費：500 持ち物：タオル・お茶など

　ゆっくり体をほぐし、無理のない筋トレ体
操を行います。運動不足・肩こり・腰痛・膝
の痛みのある方は、楽しく体を動かして、筋
力をつける貯筋体操をしてみませんか？

円

　今年も、上勝町診療所と福原診療所でインフルエンザ予防接種を行います。
　なお、今年も完全予約制にさせていただきますので、接種を希望される方は、希望する日時・接種
場所・氏名・連絡先を上勝町診療所（☎44-5010）へ電話か直接窓口でお申込みください。
　なお、先着順になりますので、予定人数になり次第締め切らせていただきます。
　予約のない方は接種できませんのでご了承ください。

インフルエンザ予防接種は予約が必要です！



令和２年度　インフルエンザ予防接種について

医療従事者・基礎疾患を有する方
妊婦・生後６か月～小学校２年生

上勝町診療所でのインフルエンザ予防接種開始日は、11月２日（月）ですので、ご注意ください。
町外で接種の方は

高齢者定期インフルエンザ予防接種を受けられる方へ　
★町外で接種する場合には事前に役場へ申込みが必要です
■定期予防接種の対象となる方は、県内の協力医療機関において公費助成により自己負担額が軽減さ
れます。上勝町診療所以外で接種を希望される方は事前に役場へ申込みが必要です。
■対象者
１．上勝町に住民票があり、接種日において65歳以上の人
２．上勝町に住民票があり、60歳から64歳で心臓・腎臓・呼吸器に日常生活が極度に制限される
重い病気がある人およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で日常生活がほとんどできな
い人（身体障害者１級相当）

■接種期間　　令和２年10月１日～令和３年１月15日
■自己負担金　無料（5,203円のところ）
■申込み（町外医療機関での接種を希望される場合のみ申込み必要）
　※事前申込みがない場合は助成ができませんのでご注意ください。
　接種する１週間前までに、役場保健師まで申込みください。申込後に接種に必要な書類をお送りい
たします。なお、申込みの際は次の事項をお伝えください。
①接種を受ける方の氏名　②生年月日　③住所　④接種医療機関　⑤接種予定日　⑥連絡先

子どものインフルエンザ予防接種を受けられる方へ
　上勝町では、お子さんのインフルエンザの発症および重症化を予防し、子育て世代の経済的負担を
軽減するため、今年度も、子どものインフルエンザワクチン接種費用の一部を助成します。この予防
接種は定期の予防接種とは違い、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。予防接種に対する正
しい理解の下で、お子さんの健康にお役立てください。
■助成対象者　上勝町に住民票があり、接種日において生後６か月から中学３年生のお子さん
■上勝町診療所で接種する場合
　診療所窓口にてお支払いいただく金額は、接種単価からすでに助成額を差し引いた額です。
　費用についてはP.6をご覧ください。
■町外で接種する場合　※接種後申請が必要です！
　上勝町診療所での助成額を上限に助成します。また、接種費用が診療所での接種単価（助成前の額）
より下回る場合には、自己負担額総額が1,600円となるように助成します。接種後の申請に基づき償
還払いの方法で助成しますので、次のとおり申請してください。
【申請に必要な書類】
　①子どものインフルエンザ予防接種費用助成交付申請書　②請求書　③領収書（原本）　④予防接
種済証または、医療機関名、被接種者の氏名、接種日、ワクチン名がわかるもの（写し）　⑤印鑑　
⑥助成金の振り込みを希望する通帳　（※①・②は役場本庁および支所にあります）
【申請先】　　役場本庁または支所
【申請期間】　令和３年３月31日まで　※令和２年10月１日～令和３年１月15日までに接種したものに限る

【申込み・お問い合わせ】　住民課（保健師）　☎46-0111　IP 050-3438-8071

　今年は過去５年で最大量のワクチンを供給予定ですが、より必要とされている方に確実に届くように、ご協力
をお願いします。次にお示しする日程はあくまで目安であり、前後があっても接種を妨げるものではありません。

①10月１日～

上記以外の方は10月26日まで接種をお待ちください。
65歳以上の方が接種できるようご協力をお願いいたします。

②10月26日～

上記以外の方も接種できます。

65歳以上の方
（定期接種対象者）
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引換は「ゴミステーション」まで
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）
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上
勝
小
学
生
ご
み
分
別
を
体
験

ごみの出し方ワンポイント講座
～ 焼却ごみ編 ～

　基本的には町指定のごみ袋（焼却用45ℓ）
で出してください。ただし、1回の排出につき、

ゴミステーションに
設置している焼却ご
みのかごに余裕で入
る程度の少ない量で
あれば、レジ袋で出
しても構いません。
（レジ袋に小分けし
て１回に何袋も出す
ことはしないでくだ
さい。）
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☎  44-5010
IP  050-3438-7872
Ｆ  44-5011

医科受付  8時30分～11時30分/14時～16時30分
　　　　  水曜日午後/15時～16時30分
歯科受付  8時30分～11時30分/13時～16時30分

住　吉
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幸　田 幸　田
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13時～15時休診

江　川
13時～15時休診

幸　田幸　田 江　川
13時～15時休診

幸　田幸　田 江　川
13時～15時休診
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検
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午　後
医 科
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午　前

午　後
医 科

歯　　科

午　前

午　後
医 科

歯　　科

午　前

午　後
医 科

歯　　科

10月15日㈭ 13時30分～16時30分
高鉾公民館

人権・行政・厚生・福祉、家庭内や近隣との悩み事な
どなんでもお気軽にご相談ください。心配ごと相談
の日以外のご相談は上勝町社会福祉協議会まで。

江　川

江　川

江　川

江　川

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

☎  46-0302
IP  050-3438-8001
Ｆ  46-0302医科受付・診療　13時～14時30分 FAX

※初級クラスだけの受講も歓迎いたします！
※両クラスを受講することもできます。

障がい児者の支援、相談を受け付けていま
す。障がい者手帳の取得、補装具、住宅改修、
障がい福祉サービス等どんなことでもお手
伝いいたします。お気軽にお電話ください。

一般・特定・障がい児者相談支援事業 こなん

２期分
３期分
４期分
４期分

納期限は９月30日㈬でしたが、まだ未納の方
が見受けられます。未納者には、10月20日㈫に
督促状を送付します。早急に納めてください。

２期分
３期分
３期分

※

※15日の歯科は休診です。
※外来担当医は急患等により変更になることがあります。ご了承ください。



里親とは　　「里親」＝「養子縁組」だと思っていませんか
　子どもの成長には、家庭で暮らす時間や経験がとても大きな役割を担っています。
ところが今、さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。子どもたちを迎え入れ、
温かい愛情と正しい理解でその成長をサポートする人が「里親」です。
「里親」は、児童福祉法で規定されている制度です。里親というと特別な方というイメージを持つ方
がいるかもしれませんが、そんなことはありません。実際の里親は、どこにでもいる普通の家庭のお
父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんです。

  【お問い合わせ】教育委員会　☎ 45-0111　IP 050-3438-7311

　　テ　ニ　ス　大　会
日　時　10月25日㈰ 13時開始
場　所　福原農村公園テニスコート（雨天時は中止となります。）
要　項　・町内に在住する者、もしくは町内の事業所などにお

いて勤務する者が作るチームであれば、年齢、男女
混合などいずれの制約も受けません。

　　　　　なお、試合はダブルス戦とします。
　　　　・大会中の事故等については、主催者は一切責任を負

いません。
申込み　10月16日（金）（必着）までにチームの名簿を教育委員

会まで提出してください。
　　　　なお、新型コロナウイルスの影響により、中止となる

場合もあります。

　各種団体別 ソフトバレーボール大会の中止について
　11月15日（日）に開催予定の各種団体ソフトバレーボール大
会は、新型コロナウイルス感染防止のため、中止とさせていた
だきます。

【お問い合わせ】
　地域おこし協力隊　宮繁岳大
　　　　　　　　　　（理学療法士）
　☎ 090‒5714‒7096（宮繁）

　地域おこし協力
隊があなたのお宅
に伺い、身体の悩
みに合ったリハビ
リやマッサージを行います。お気軽に
下記までご連絡ください。
　時間や曜日指定も受け付けます。

新型コロナウイルスの感染防止に配慮した
対応となりますが、ご理解くださいますよ
うお願いいたします。

　今までに関心を持ちながら、一歩を踏み出せなかった方や、もう少し話を聞いて
みようと関心をもたれた方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
［相談窓口］　●中央こども女性相談センター　☎088-622-2205
　　　　　　　●南部こども女性相談センター　☎0884-22-7130
　　　　　　　●西部こども女性相談センター　☎0883-53-3110

児童の委託を受けた里親には委託費が支給されます。また、医療費は県で負担します。

里親委託まで　　里子の受け入れまでは段階を踏むので安心！

里親委託子どもとの
出会い登録研修

家庭訪問相談

様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親です。

養育里親のうち、非行、虐待などの理由により専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親です。

養子縁組によって、子どもの養親となることを希望する里親です。

実親が死亡、行方不明等により養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。

養 育 里 親
専 門 里 親
養子縁組里親
親 族 里 親

里親の種類　　４つの種類があります。



　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得か
ら控除されますが、控除の対象となるのは、令和２年中(令和２年１月１日から令和２年12
月31日)に納められた保険料の全額です（令和２年中に納められたものであれば、過去の年
度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります）。

　本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整
や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証
明書」が対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整
や確定申告の際に使用してください。

　なお、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、
ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。

　国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など万一
のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう！

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
●●新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は申請により、
1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
●●担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方
　次の①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者（個人法人の別、規模は問わず）が対
象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）におい
て、事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。

② 一時に納税を行うことが困難であること。
※「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業
資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる町税
●●令和２年２月１日から令和３年２月１日までに納期限が到来する町県民税、固定資産税、
軽自動車税（種別割）、国民健康保険税、及び法人町民税の税目が対象となります。
申請手続き等
●●関係法令の施行から２か月後、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
●●申請書のほか、収入や現金及び預貯金の状況が分かる資料を提出していただきます。提出
が難しい場合はご相談ください。

【お問い合わせ】税務課　☎46-0111　IP 050-3438-8071

発送時期 対　　象　　者

令和２年11月上旬

令和３年２月上旬

令和２年１月１日から令和２年９月30日までの間に国民年金保険料を納付された方

令和２年10月１日から令和２年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方
（令和２年１月１日から令和２年９月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。）

【お問い合わせ】　徳島南年金事務所 ☎088-652-1511　住民課 ☎46-0111
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１

徳島県

　職場のトラブルに関する相談や解決のための情報提供をワンストップで行っています。
　いつでもお気軽にご利用ください。

　解雇、雇止め、休業、配置転換、賃金の引き下げ、募集・採用、パワハラ等のあらゆる分野の労働
問題を対象としています。
　ご利用は無料です。
　労働者側、事業主側どちらからの相談でもお受けします。
　専門の相談員が面談または電話で対応します。
　相談者の方のプライバシーの保護に配慮した相談対応を行います。
　ご希望がある場合等は対応できる相談機関・団体等をご紹介します。
総合労働相談コーナーの所在地

ラブルに関する相談や解決のための情報提供をワンストップで行っています

＊県内どこの総合労働相談コーナーでも対応します。
＊相談員が不在の場合がありますので、ご面談でのご相談は、念のためあらかじめお電話の上、お越しください。

徳島労働局 総合労働相談コーナー

徳島総合労働相談コーナー

鳴門総合労働相談コーナー

三好総合労働相談コーナー

阿南総合労働相談コーナー

徳島市徳島町城内6-6　徳島地方合同庁舎４階

徳島市万代町3-5　徳島第2地方合同庁舎1階　徳島労働基準監督署内

鳴門市撫養町南浜馬目木119-6　鳴門労働基準監督署内

三好市池田町マチ2429-12　三好労働基準監督署内

阿南市領家町本庄ケ内120-6　阿南労働基準監督署内

☎088-652-9142

☎088-622-8139

☎088-686-5164

☎0883-72-1105

☎0884-22-0890

電 話 番 号名　　　　称 所　　　在　　　地

※一部の製造業には特定最低賃金が定められています。

【お問い合わせ】
徳島労働局労働基準部賃金室（☎088-652-9165）
または最寄りの労働基準監督署まで



農薬ビンは対象となりません。回収が決まり次第お知らせします。

10月14日（水）～ 16日（金）
８時 30分～ 17 時

東とくしま農協勝浦支所上勝店
１㎏当たり、33円（税込）が必要です。
必ず３つの種類に分けてください。

農業廃棄物を運搬する車両の表示および書面の備付け（携帯）が必要です

マグネット・シート（東とくしま農協
勝浦支所上勝店にあります）

① 塩化ビニール（主にハウス栽培に使用され、農ビのマークが入っています。）
② 酢酸ビニール、およびPO系フィルム（主にトンネル栽培で使用されています。）
③ ポリエチレン、およびその他プラスチック類（主にマルチ資材として使用されています。）

■ 仕分けしたプラスチックフィルムは、泥をはたき落とし、木片 ･金属などの異物を完全に取り除
いてください。 
※②③については、セメントの燃料として使用しますので、塩ビは絶対に入れないでください。
■ 荷造りは、取り扱いしやすいように10㎏程度の重さにし、下図のように必ず２カ所を同じ材質で
堅くしばってお出しください。トラックの積込みの時に、バラけて積込みが困難なため、処理場
から荷造りについて、徹底するよう強い要望が出ています。皆さまのご協力をお願いします。

【表示義務について】
産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車の両側面に、次の項目を表示しなければなりません。
排出事業者が自分で運搬する場合
① 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
② 排出事業者名
【書類の携帯義務について】
産業廃棄物の運搬車は、指定の用紙に記入し、常時携帯しなければ
なりません。用紙は東とくしま農協勝浦支所上勝店にあります。

【お問い合わせ】東とくしま農協勝浦支所上勝店　☎４５－０２１１
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。
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　次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者の経営力向上と裾野拡大の取組を行
い、農政新時代に必要な人材力の強化を図るため「農業次世代人材投資事業（経営開始型）」
の実施を予定しております。
　下記のとおり募集が行われる予定ですので希望される方は、お早めに申込みください。
　対 象 者 　　平成27年11月以降に農業経営を開始した認定新規就農者（これから認定新

規就農者になろうとする方も可）で年齢が原則50歳未満の独立・自営就農者
　支援水準　　年間最大150万円を最長５年間
　交付者の主な要件 　（すべてを満たす必要があります）
　　⑴ 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満である独立・自営就農であり、

次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
　　 ・農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者であること。
　　 ・農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者でないこと。
　　　なお、交付対象者が認定農業者になると交付停止。

　　⑵ 独立・自営就農であること
　自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っ
ている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。

　　 ・農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。 
　　・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。 
　　・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。 
　　・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義

の通帳および帳簿で管理する。 

　　⑶ 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
　　 ・農業経営を開始して５年後までに農業（農業生産のほか、農産物加工、直接販売、

農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む）で生計が成り立つ計画で、達成が
実現可能であると見込まれること。

　　⑷ 人・農地プランへの位置づけ等
　町が作成する人・農地プランに位置づけられていること（もしくは位置づけられ
ることが確実であること）

　　⑸ 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ原則として農
の雇用事業による助成を受けたことのある農業法人等でないこと

　　⑹ 原則として青年新規就農者ネットワーク（一農ネット）に加入していること
　　⑺ 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
　　⑻ 将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の

農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
　募集期間　　令和２年10月１日～令和２年10月30日
　　　　　　　それまでに要件を満たし、書類を提出のこと（期日厳守）
　　　　　　　申請をしても必ず交付されるとは限りません。

次世代を担う農業者となる とを志向する新規就農者の経営力向上と裾野拡大の取組を行

農業次世代人材投資事業（経営開始型）の募集について農業次世代人材投資事業（経営開始型）の募集について

【お問い合わせ】産業課  ☎46-0111　IP 050-3438-8071
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【事業お問い合わせ】産業課 ☎46-0111　IP 050-3438-8071　【申込先】東とくしま旧上勝支所選果場 ☎45-0055
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　申請をご希望の方は、上記ＵＲＬから様式をダウンロードいただくか、役場企画環境課にお
問い合わせください。
　市町村毎にとりまとめの上、申請いたします。事業実施される方は10月９日（金）までに役場
企画環境課に、申請書・必要書類をご提出ください。

企画環境課　☎46-0111　IP050-3438-8071

１．制度目的
　企業等の地域資源を活用した新商品開発等に対し市町村が補助を行う場合に、ふるさと財団が当該
市町村に対し補助金を交付することで、地域産業の育成・振興に資するよう地域における投資や雇用
の創出を促進するものです。
２．事業区分
⑴ 新商品開発に取り組む企業等に対して経費の規模に応じて、補助金を交付します。（Ａ～Ｃタイプ）
⑵ これまでに新商品開発に取り組み、試作品が完成したものの商品化に至っていないものについて、
商品化に向けた事業化、市場調査、販路開拓等を実施しようとする事業に対して、補助金を交付し
ます。（Ｄタイプ）

３．公募概要
⑴ 補助上限額　　Ａ：1,000万円　Ｂ：500万円　Ｃ：100万円　Ｄ：200万円
⑵ 補助率　　　　補助対象経費の９／ 10以内（過疎地域に該当するため）
⑶ 補助対象期間　令和３年４月１日～令和４年２月28日
〈留意事項〉
⑴ 商品開発において新技術を導入する事業や全く新しい商品の開発を行う事業、産学官金の連携等地
域全体で取り組む事業等を重点的に支援します。

⑵ 事業の研究開発の主要部分を委託するものは対象となりません。（Ａ～Ｃタイプの場合）
　詳細は下記の一般財団法人地域総合整備財団のホームページをご覧ください。
（https://www.furusato-zaidan.or.jp/monodukuri/）
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。
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令和３年度　ふるさとものづくり支援事業募集
ふるさと財団助成事業案内



●複合住宅 上勝町に移住・定住を希望する者であること。

●単独住宅 上勝町内に住所を有することができる者であること。

町営住宅入居者募集 !
　入居にあたっては、地域の自治組織に加入できる方に限ります。

傍示複合 鉄筋コンクリ－ト 3階建 209 号室 世帯 ３DK 33,500 円 傍示字下地69番地（共益費含む）

正　木 鉄筋コンクリ－ト 3階建 202 号室 単身 １K 17,700 円 正木字西浦49番地4（共益費含む）

住宅名 構造・階数 部屋番号 対象世帯 間取り 家  賃 住　　所

●●入居申込資格
　（１）世帯部屋は同居する親族（内縁関係にある方及び婚約者を含む）がいること。 
　（２）町に定住し、地域発展に貢献できる若い者であること。
　（３）現に住宅に困窮していること。 
　（４）申込者及び同居する親族が、暴力団員でないこと。 
　（５）申込者及び同居する親族が、国税・地方税の滞納をしていないこと。

●全戸共通
　○入居申込受付期間　10月5日（月）～10月26日（月）
　　・単独・複合住宅で受付期間内に申込みがなかった場合は、随時受付となります。
　○申込方法　      
　　・建設課または支所にある申込用紙に記入の上、申込者及び連帯保証人の所得証明及び納税証明書と合わ

せて申込みください。
　　　なお、連帯保証人は保証能力があり、かつ国税・地方税の滞納がない方を選任してください。
　○注意事項      
　　・町営住宅では犬猫等のペットの飼育は禁止しております。
　　・入居の際には、敷金（家賃＋共益費の３ヶ月分）が必要です。
　　・その他、必要な設備については各戸で異なりますので、詳細はお問い合わせください。

【お問い合わせ】　建設課　☎ 46-0111　IP 050-3438-8071

町単独住宅
傍示複合住宅 世帯用 209 号室

町複合住宅
正木住宅

単身用
202 号室

物入

洋室

洋室

洋室 食堂

押入

台所

玄関 ユノックス浴室
PS

洗面
便所

バルコニー

玄関

トイレ

廊下 浴室

ＣＬ

台所
洗面
脱衣室

洋室



日　時：応相談
会　場：高鉾公民館
相談員：
　　かみかつQぴっとサポーター２名

【お問い合わせ】

かみかつQぴっと事務局（教育委員会内）
☎ 45-0111　IP 050-3438-7311
Eメール
kyoiku_1＠kamikatsu.i-tokushima.jp

※秘密および個人情報は固く守られます。

相談のご希望がありましたら、
事前に事務局にご連絡ください。

かみかつQぴっと

ご縁談について相談会を行っています。
結婚を希望される独身男女の方、
親御様はお気軽にご相談ください！！

徳島救急医療電話相談
（#7119）について

■夜間・休日の急な病気やけがなどの際、家
庭でどのように対処すればよいか、すぐに
医療機関を受診したほうがよいかなど判断
に迷ったときに、看護師等へ相談ができる
ものです。
　15歳未満のお子さんが急な病気やけがをし
たときは、『徳島こども医療電話相談
（#8000または☎088-621-2365）』にお電話
ください。
　【注意】相談はあくまでも助言であり、電話

による診断・治療はできません。
■相談時間
　月曜日～土曜日：午後６時～翌朝８時まで
　日曜日・祝日・年末年始（12月29日～１月
３日）：24時間対応
■相談電話番号
　◦固定電話（プッシュ回線）、携帯電話からは、
（局番なしの）#7119

　◦#7119を利用できない場合には ☎088-622-6530
　※固定電話（ダイヤル回線）やIP電話、一
部の携帯電話など、#7119をご利用いた
だけない電話があります。

【お問い合わせ】
　徳島県 保健福祉部 医療政策課
　広域医療室 広域医療担当
　☎088-621-2186



つつしんでご冥福をお祈りいたします

令和２年９月１日現在

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

夜間救急当番夜間救急当番夜間救急当番夜間救急当番

救急車の要請救急車の要請救急車の要請救急車の要請

☎

☎

☎

関 久夫さん・笑子さん（旭）
　　……稲刈り・脱穀・ すりお手伝い
野田さち子さん・由香さん（傍示）
　　……稲刈り・脱穀・ すりお手伝い
安堵 義和さん（傍示）…畑の草刈り
上勝町消防団藤川分団さん（正木）
　　  ……………放水体験・消防車見学

［　旭　］  植松　長子さん　   93歳
［福原］  美馬　富久さん　   69歳

前月比

世帯数

△ 1
1

△ 2
0

人　口
男
女
世帯数

1,500 人
717 人
783 人
766 戸

正木
傍示
福原
生実
旭

人
人
人
人
人

511
256
223
222
288

244
132
115
120
155

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

戸
戸
戸
戸
戸

○ 高齢化率 53.07%

△ 1
1
0
1

△ 2

△ 1
1
0
1

△ 1

インターネットおよびCATV・IP電話サービス
故障かな？…と思ったら下記までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口 新規申込・解約・故障・各種変更など

☎ 
お問い合わせ

「架空料金請求詐欺」急増中！！
　最近、徳島県内では、次のような手口の「架空料金請求詐欺」が続
発しています。
１．「ＮＴＴファイナンス」や「サイト管理者」等をかたり、メールで
　「有料動画サイトの利用料が未払いです。」
　「本日中に連絡がない場合は法的手続きに移行します。」
　等の通知を行い、

２．メールに記載された電話番号に問い合わせをした被害者に対し、犯
人が 「コンビニエンスストアで〇〇ギフトカードを購入してください。」
　等と指示し、

３．指示通りカードを購入した被害者に対し、
　・裏面のカード番号（10数桁の英数字等）を電話等で読み上げさせる。
　・カードの裏面を撮影した画面をメール送信させる。
　等して、額面の金額をだまし取ります。

　相手にカード番号を教えると、こちらがカードを持っていても、相手が
カードの額面の金額を自由に使うことができるようになります。

　このように店頭で販売されているギフトカード等のプリペイドカードを
購入させるほか、コンビニエンスストアに設置されているマルチメディア
端末を操作させて申込用紙を印刷させ電子マネーを購入させる手口もあ
ります。

相手にカード番号を教えることは、相手にカードの金額を渡すことと同じです！
◦通常、事業者が直接電子マネーのＩＤ（カード番号）などを要求して
くることはありません。
◦家族や友人、職場の同僚等がコンビニ等で多額のプリペイドカードを
購入していれば、詐欺の被害に遭っているかもしれません。
◦少しでもおかしいと感じれば、相手にカード番号を伝える前に、最寄
りの警察署にご相談ください。

ふるさと納税寄附金
山上　聖志 様（大阪府東大阪市）
上勝町寄附金
○持続可能な美しいまちづくり基金
株式会社大川原ウインドファーム 様
　　　　　　　　　  （徳島県佐那河内村）

  

ご寄附の意志に添えるよう、
有効に活用させていただきま
す。格別のご芳志、誠にあり
がとうございました。
（寄附申込みの際にご芳名公表の確
認・承諾をいただいた方のみ掲載
しています。）

8月の視察来町者数令和２年

※オンライン視察も含む

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰〰



広
報
か
み
か
つ

令
和
２
年
10月

１
日
発
行
（
毎
月
１
回
発
行
）   №

595
印
刷
：
鳥
海
印
刷
㈲

こ
の
広
報
紙
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　８月19日、阪野恒治さん（生実）がめでたく満百
歳になられ、ご家族が見守る中、慶祝訪問を受けら
れました。　　
　阪野さんは、製材所や建設会社などで事務として
長年勤められ、60歳過ぎに退職した後は、昨年まで
彩農業をされていました。現在も生実のご自宅で妻
千代子さん、次男夫婦とお元気に過ごされています。
　県および町からの祝い状を受け取り、「これから
も変わりなく元気に過ごしたい」と話されました。 
 （住民課）　

　８月19日、阪野恒治さん（生実）がめでたく満百
歳になられ、ご家族が見守る中、慶祝訪問を受けら

10

ご家族とともに記念撮影される阪野恒治さん

　「日本で最も美しい村」連合（以下「連合」という）
は2005年に７つの町村からスタートしました。当
時はいわゆる平成の大合併の時期で市町村合併が
促進され、小さくても素晴らしい地域資源や美し
い景観を持つ村の存続が難しくなってきた時期で
した。そのため、失ったら二度と取り戻せない日
本の農山漁村の景観・文化を守りつつ、最も美し
い村としての自立を目指す運動をはじめることを
目的に連合が発足しました。
　本町は2005年の連合設立当初から加盟しており、

今年で加盟15周年を迎えます。本町入り口の福川トンネル横にも家の形をした連合のシンボルマークを描
いた看板が設置されています。連合での運動を通して、地域の特産物や美しい自然環境などの魅力について
発信してまいりましたが、これからも美しい景観や地域の伝統文化の保存、地域資源の保護と発展を目指し
てまいりますので、今後ともご協力よろしくお願いいたします。
　連合では加盟町村のPRの機会のひとつとして、年に１回フォトコンテストが実施されており、2009年に
はアート作品「もくもくもく」から撮影された旭の大平・
堂平地区の棚田が最優秀賞に輝きました。今年度の募
集は終了いたしましたが、次回開催の折にはぜひご応
募ください。
　また、連合が設立された10月４日を「美しい村の日」
とし、2020年は15周年を記念して加盟63町村が一斉に
連合旗を掲揚します。本町では10月４日（日）に上勝
町役場正面玄関右手に町旗とともに掲揚します。

（企画環境課）

「日本で最も美しい村」連合ホームページ　
https://utsukushii-mura.jp/

2005年設立当時

2009年最優秀賞「月夜の棚田」　撮影：今出光俊 氏


